
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊市男女共同参画計画 

（概要版） 
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１ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 男女共同参画の意識づくり 

２ 男女平等教育の推進 

４ 家庭・地域での男女共同参

画の推進 

５ 政策・方針決定過程におけ

る男女共同参画の推進 

６ 男女共同参画の推進体制の 

充実 

７ ワーク・ライフ・バランスの

推進に向けた意識づくり  

９ 多様な働き方を可能とする職

場での男女共同参画の推進 

12 困難な状況におかれている 

女性への支援 

江東区男女共同参画行動計画 

江東区女性活躍推進計画  

江東区配偶者暴力対策基本計画 

江東区女性支援基本計画 

多
様
性
を
認
め
合
い
⺯
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
目
指
す 

目標Ⅰ 

男女平等の意識

づくりと多様性

への理解促進を

図ります 

目標Ⅱ 

様々な活動・ 

分野での男女 

共同参画を 

推進します 

目標Ⅲ 

一人ひとりの 

望む働き方の 

実現と女性の 

活躍を支援 

します 

目標Ⅳ 

人権を尊重し、

あらゆる暴力

の根絶と困難

な問題を抱え

る女性への 

支援体制を 

強化します 

基本理念 目標 施策の方向 

１ 男女共同参画の意識啓発の推進 

２ 家庭における男女平等教育の推進 

３ 保育所・幼稚園・学校における男女平等教育の推進 

３ 多様性の尊重と生涯を通じた

心とからだの健康支援 

４ 性の多様性に対する理解の促進と環境づくり 

５ 心とからだの健康支援 

６ 家庭における固定的な性別役割分担意識の解消 

７ 地域活動における男女共同参画の推進 

８ 男女共同参画の視点にたった地域づくりの推進 

９ 区の審議会等への女性の参画推進 

10 男女共同参画推進センター機能の充実 

11 庁内における男女共同参画の推進 

12 男女共同参画推進体制の充実 

13 ワーク・ライフ・バランスの意識啓発の推進 

14 仕事と育児の両立支援 

15 仕事と介護の両立支援 

16 事業者のワーク・ライフ・バランスの推進の働きかけ 

17 職場の男女共同参画に関する情報の提供 

18 継続的な就業支援 

10 ＤＶの防止と被害者の支援 

19 暴力を許さない地域づくり 

20 相談窓口の充実と安全の確保 

21 自立に向けた支援 

22 関係機関との連携 

11 性暴力、ハラスメントや虐待

などの防止と被害者支援 

23 性暴力、ハラスメントなどの防止と被害者支援 

24 虐待の早期発見・救済 

25 相談支援体制の強化 

26 民間団体との協働による支援 

施策 

８ ワーク・ライフ・バランスの

推進に向けた仕組みづくり 
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２ 計画策定の趣旨 

本計画は、「男女共同参画ＫＯＴＯプラン2021」の具体的な行動期間が終了することから、

前計画で掲げた基本理念を踏襲し、関係する法制度や社会の変化に対応した施策を総合的

かつ計画的に推進するため策定するものです。 

 

３ 計画の性格 

「江東区長期計画（後期）」の分野別計画であり、

「男女共同参画社会基本法」第14条第３項及び「江

東区男女共同参画及び多様性の尊重を推進する条例」

第８条第１項に規定する行動計画、「女性活躍推進法」

第６条第２項に規定する推進計画、「ＤＶ防止法」第

２条の３第３項に規定する基本計画、「女性支援新法」

第８条第３項に基づく基本計画を包含します。 

 

４ 計画の期間 
 

令和３～７年 令和８年 令和９年 令和10年 令和11年 令和12年 

    
  

 

５ 評価指標及び目標値 

目標Ⅰ 男女平等の意識づくりと多様性への理解促進を図ります 
施策の方向 評価指標 当初値（令和元年度） 現状値（令和６年度） 目標値（令和12年度） 

１ 男女が平等だと思う区民の割合 14.4％ 14.0％ 40％ 

２ 
学校教育の場で男女の地位が平等になっ
ていると思う区民の割合 

45.9％ 49.2％ 70％ 

３ 
多様性を認め合い、誰もが尊重され、暮
らしやすいまちであると思う区民の割合 

46.3％ 44.8％ 80％ 

 

目標Ⅱ 様々な活動・分野での男女共同参画を推進します 
施策の方向 評価指標 当初値（令和元年度） 現状値（令和６年度） 目標値（令和12年度） 

４ 
地域社会で男女の地位が平等になって
いると思う区民の割合 

29.3％ 27.5％ 50％ 

５ 区の審議会等への女性の参画率 30.0％ 30.5％ 40％ 

６ 
男女共同参画推進センターの認知度 27.7％ 27.0％ 50％ 

区の管理職における女性の割合 15.2％ 14.8％ 30％以上 
 

目標Ⅲ 一人ひとりの望む働き方の実現と女性の活躍を支援します 
施策の方向 評価指標 当初値（令和元年度） 現状値（令和６年度） 目標値（令和12年度） 

７ 
仕事と生活の調和がとれた生き方を実現す
ることができていると答えた区民の割合 

53.4％ 49.2％ 80％ 

８ 
家庭生活で男女の地位が平等になってい
ると思う区民の割合 

28.9％ 30.0％ 50％ 

９ 
女性が活躍するための取り組みが進んで
いると思う事業所の割合 

52.3％ 60.7％ 80％ 

 

目標Ⅳ 人権を尊重し、あらゆる暴力の根絶と困難な問題を抱える女性への支援体制を

強化します 
施策の方向 評価指標 当初値（令和元年度） 現状値（令和６年度） 目標値（令和12年度） 

10 ＤＶ相談窓口を知っている区民の割合 28.3％ 33.1％ 70％ 

11 
ハラスメントをこの１年間に受けた経験の 
ない人の割合 

68.0％ 75.0％ 90％ 

12 支援調整会議参加団体数 ― ０団体 ５団体 

 

 

 

 

 

 

 

江東区女性活躍推進計画 

江東区長期計画 

江東区配偶者暴力対策基本計画 

【 江東区 】 

江東区女性支援基本計画 

江東区男女共同参画行動計画 

男女共同参画 KOTO プラン 2026 
～誰もが自分らしく生きるために～ 

男女共同参画ＫＯＴＯプラン 2026～誰もが自分らしく生きるために～ 
男女共同参画ＫＯＴＯ 

プラン 2021 
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施策２ 家庭における男女平等教育の推進 
施策３ 保育所・幼稚園・学校における 

男女平等教育の推進 

 

目標Ⅰ 男女平等の意識づくりと多様性への理解促進を 

図ります 
 

施策の方向１ 男女共同参画の意識づくり 

令和６年度の「江東区男女共同参画に関する意識

実態調査」（※以下「意識実態調査」）によると、固

定的な性別役割分担意識に対して否定的な考え方

が広まりつつあることがわかります。 

男女共同参画に対する意識づくりにおいては、今

後も継続的に固定的な性別役割分担意識を解消す

るための取組を推進していく必要があります。 

また、区民がより男女平等を実感できるような施

策や情報提供の充実が求められています。 
 

施策１ 男女共同参画の意識啓発の推進 

 

 

施策の方向２ 男女平等教育の推進 

令和６年度の意識実態調査によると、学校教育に

おいて男女の地位が平等であると感じている区民

は増加傾向にあります。 

学校教育における男女平等の意識は高まりつつ

あるものの、さらなる教育の充実が求められます。 
 

 

 
 

 

 

 

 

施策の方向３ 多様性の尊重と生涯を通じた心とからだの健康支援 

男女が生涯を通じて心身ともに豊かな生活を送る

ためには、性別に応じた健康課題への理解が必要です。 

すべての人が暮らしやすい社会づくりに向け、性の

多様性を尊重する意識の醸成と、誰もが安心して過ご

せる環境づくりが、今後の課題です。 

 

施策４ 性の多様性に対する理解の促進と環境づくり 

施策５ 心とからだの健康支援  

賛成 どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対 反対

わからない 無回答

回答者数 =

今回 888

前回 752

今回 361

前回 264

今回 481

前回 449

全
体

男
性

女
性

1.5

1.9

1.9

3.8

1.0

0.9

17.0

21.9

18.8

28.8

15.8

17.8

30.6

29.3

29.9

27.7

30.4

29.8

33.1

31.8

33.2

25.4

35.1

36.7

15.4

10.6

14.4

9.5

15.6

11.4

2.4

4.5

1.7

4.9

2.1

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

性別役割分業観に対する考え方【性別】 

回答者数 =

今回 888

前回 752

今回 361

前回 264

今回 481

前回 449

全
体

男
性

女
性

3.6

3.1

1.7

3.0

4.8

3.3

12.7

12.8

9.7

9.1

15.0

15.1

49.2

45.9

52.9

49.6

46.6

44.3

3.0

2.5

5.5

3.4

1.0

2.0

0.9

0.8

1.7

1.5

0.2

0.4

27.6

30.3

25.8

29.2

30.1

30.7

2.9

4.7

2.8

4.2

2.3

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校教育における男女の地位の平等感【性別】 

区立学校において「性の多様性を考え

る、ＬＧＢＴ等の理解促進」などの出前講

座を実施しています。 

学校出前講座 

資料：江東区男女共同参画に関する意識実態調査 

資料：江東区男女共同参画に関する意識実態調査 
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目標Ⅱ 様々な活動・分野での男女共同参画を推進します 
  

施策の方向４ 家庭・地域での男女共同参画の推進 

家事・育児・介護負担の女性への偏りによる不平

等感や性別役割分業感が根強く残っています。 

男性も女性も固定観念にとらわれずに、家庭や地

域に積極的にかかわるよう、意識を変えていく啓発

が必要です。 

 

施策６ 家庭における固定的な性別役割分担意識の解消  

施策７ 地域活動における男女共同参画の推進  

施策８ 男女共同参画の視点にたった地域づくりの推進  
 

 

施策の方向５ 政策・方針決定過程における男女共同参画の推進 

令和６年度の意識実態調査によると、政策決定の

場への女性の参画に対する肯定的な意識が広がっ

ています。 

女性の参画しやすい環境づくりを区としてもす

すめていくことが必要です。 

 

施策９ 区の審議会等への女性の参画推進  

 

 

 

施策の方向６ 男女共同参画の推進体制の充実 

令和６年度の意識実態調査によると、男女共同参

画に関する区の施策の認知度は、全項目で女性の方

が男性よりも認知度が高くなっています。 

施策の認知度が低い状況を改善するためには、区

民や事業者が関心を持ち、アクセスしやすい魅力的

なホームページづくりや、ＳＮＳを活用した直接的

な情報発信の工夫が求められます。 

 

 

施策 10 男女共同参画推進センター機能の充実 

施策 11 庁内における男女共同参画の推進  

施策 12 男女共同参画推進体制の充実   

男性が家庭や子育てに積極的にかかわること

を応援するため、様々な学習講座を開催してい

ます。 

男性向け学習講座 

370 379 399 412 425 

29.8 30.0 31.3 31.0 30.5

0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0

0

100

200

300

400

500

600

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（％）（人）

女性委員数 女性委員の割合

審議会等における女性委員の割合の推移 

男女共同参画推進に関する区の施策の認知度【全体】 

言葉も内容も知っている

言葉を聞いたことはあるが、内容は知らない

言葉を聞いたことがない

無回答

回答者数＝888

江東区男女共同参画条

例

男女共同参画ＫＯＴＯ

プラン２０２１

女性のなやみとＤＶ

ホットライン

男性ＤＶ電話相談

女性のための法律相談

男女共同参画のための

広報紙『PalCato（パル

カート）』の発行

江東区男女共同参画

フォーラム

江東区パルカレッジ

男女共同参画学習講座

5.1

2.6

16.3

6.5

9.6

3.6

4.3

3.9

4.5

36.4

26.0

28.9

19.1

35.8

13.6

31.5

16.4

17.2

54.4

66.4

49.9

69.3

49.3

77.4

59.0

74.7

73.6

4.2

5.0

4.8

5.1

5.3

5.4

5.2

5.0

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

資料：江東区男女共同参画に関する意識実態調査 

資料：男女共同参画行動計画進捗状況調査報告書 
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施策 13 ワーク・ライフ・バランスの意識啓発の推進 

 

目標Ⅲ 一人ひとりの望む働き方の実現と女性の活躍を 

支援します 
 

施策の方向７ ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた意識づくり 

令和６年度の意識実態調査によると、ワーク・ライフ・バランスについて「「仕事」と「家庭
生活」と「仕事や家庭生活以外」のすべてのバランスをとりたい」が４割強で最も高くなって
います。 

多様な価値観に基づいた働き方や生き方に対する理解を促進する必要があります。 

 

 

 

 

施策の方向８ ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた仕組みづくり 

令和６年度の意識実態調査によると、育児休業・
介護休業等の利用状況において、取得経験が比較的
多い制度は「育児休業」で、制度の利用しやすい職
場の雰囲気があることが最も必要とされています。 

制度の内容だけでなく、認知度向上や職場の意識
改革などにより、制度利用のしやすさを支える環境
づくりが求められます。 

 

施策 14 仕事と育児の両立支援 

施策 15 仕事と介護の両立支援  

施策 16 事業者のワーク・ライフ・バランスの 
推進の働きかけ  

 

 

 

施策の方向９ 多様な働き方を可能とする職場での男女共同参画の推進 

令和６年度の意識実態調査によると、職場におけ
る男女平等感については、以前に比べて平等だと感
じる傾向が広がっているものの、昇進・昇格や賃金・
待遇の面で依然として差があると感じる女性が多
い現状が明らかになっています。 

家族のあり方も多様化する中、家事や育児、介護
等様々な事情を有する人が働き続けられる環境及
び、男女が平等に活躍できる環境を整備することが
必要です。 

 

施策 17 職場の男女共同参画に関する情報の提供 

施策 18 継続的な就業支援   

育児休業・介護休業等を取りやすくするために 

必要なこと【性別】上位３位 

％

職場に利用しやすい雰囲気が
あること

上司や同僚などの理解や協力が
あること

休業中の賃金や手当などの
経済的支援があること

57.5

51.9

43.2

58.7

54.0

47.4

57.4

50.9

40.5

0 20 40 60 80

全 体（回答者数 ＝ 888）

男 性（回答者数 ＝ 361）

女 性（回答者数 ＝ 481）

男女別年齢階層別の正規・非正規雇用率 

10.1

66.0 84.1
78.8

72.6

62.6
53.7

49.8 47.5

32.1

19.0

89.8

32.0
11.1 15.5

21.0
29.0

36.0

41.0 44.5

62.2

77.7

21.7

63.6

90.3 91.9 92.7 93.0 93.0 92.6 90.4

74.6

38.0

77.6

34.9

7.8
5.9 5.0 5.0 5.2 5.7 7.6

22.0

56.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

（％）

女性（正規雇用） 女性（非正規雇用）
男性（正規雇用） 男性（非正規雇用）

資料：国勢調査 

資料：江東区男女共同参画に関する意識実態調査 
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目標Ⅳ 人権を尊重し、あらゆる暴力の根絶と困難な問題を 

抱える女性への支援体制を強化します 
 

施策の方向10 ＤＶの防止と被害者の支援 

配偶者等からの暴力や性犯罪・性暴力は、重大な

人権侵害であり、特に配偶者間における暴力は、家

庭という人目に触れにくい場で発生しやすく、被害

者の救済が困難な状況にあります。 

被害者の声を受け止め、相談につながる環境を整

備するためには、相談窓口のさらなる周知と、身近

に相談できる体制づくりが急務です。 

 

 

施策 19 暴力を許さない地域づくり  施策 20 相談窓口の充実と安全の確保 

施策 21 自立に向けた支援   施策 22 関係機関との連携  

 

  

施策の方向11 性暴力、ハラスメントや虐待などの防止と被害者支援 

ＤＶに加え、セクシュアルハラスメント、ストー

カー行為、児童・高齢者・障害者への虐待なども、

重大な人権問題として認識されています。また、Ｓ

ＮＳ等の普及により、被害の形態が多様化していま

す。 

各種ハラスメントの被害経験が一定程度存在す

る中で、相談の有効性や対応結果に対する不信感が

根強く、「相談しても無駄」との認識が障壁となって

います。特に女性の方がその傾向が強く、支援体制

への信頼性向上が急務です。 

 

施策 23 性暴力、ハラスメントなどの防止と被害者支援  

施策 24 虐待の早期発見・救済  

 

 

施策の方向12 困難な状況におかれている女性への支援 

ＤＶや性暴力、妊娠・出産期の課題など、女性が抱える複雑な問題への支援を目的として、

女性相談支援員による相談窓口を設置し、対面・電話による相談体制を整備しています。 

各部署が主体的に連携し、制度の所管部門だけでなく、幅広い関係部署が役割を担うことで、

支援対象者に必要な対応を円滑に届ける体制づくりが必要です。 

 

施策 25 相談支援体制の強化   施策 26 民間団体との協働による支援  

回答者数＝686

身体的暴力

精神的暴力

性的暴力

経済的暴力

3.4

7.4

2.0

4.1

10.8

8.7

4.4

4.8

79.4

77.0

86.6

84.3

6.4

6.9

7.0

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

何度もあった １～２度あった まったくない 無回答

配偶者等からの暴力の被害経験【全体】 

ハラスメント等を受けたときの相談の有無【性別】 

回答者数 =

全
体

222

男
性

91

女
性

121

44.1

36.3

49.6

54.1

60.4

49.6

1.8

3.3

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談した 相談しなかった（できなかった） 無回答

資料：江東区男女共同参画に関する意識実態調査 

資料：江東区男女共同参画に関する意識実態調査 
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男女共同参画社会実現のための活動、交流、協働拠点施設で

す。江東区パルカレッジ、男女共同参画フォーラムをはじめ、多

様なテーマの男女共同参画学習講座を開催しています。その他、

性自認や性的指向に関する LGBT 等相談や講座受講時などに利用

できる一時保育室、男女共同参画に関する図書の貸し出しや閲覧

ができる情報資料室も開設しています。 

江東区男女共同参画推進センター（パルシティ江東） 

○ 所在地 扇橋３丁目 22 番２号 
○ 電話番号 03-5683-0341 
○ 利用時間 午前９時から午後 10 時(受付は午後９時まで) 
○ 休業日・休館日 毎月第２・第４月曜日(祝日を除く)、年末年始(12 月 29 日～１月３日) 
○ アクセス 都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「住吉駅」下車 Ｂ１出口 徒歩 12 分 

都バス 扇橋２丁目 徒歩６分 都バス 扇橋３丁目 徒歩３分 

６ 推進体制 

本計画の推進にあたっては、庁内における男女共同参画の推進と、区民・関係団体との

協働による体制を両輪として進めます。区は率先して庁内の意識向上や職場環境の整備を

図るとともに、関係部署と連携した江東区男女共同参画推進行政会議の運営や学識経験

者・団体代表者・公募区民により構成された江東区男女共同参画審議会の開催を通じて、

施策の進捗状況や区民の意識・実態の変化を把握し、施策の実効性を 高めていきます。 

これらの取組を通じて、区・区民・事業者が協力し、条例に基づく基本理念の実現を目

指します。 
 
 

７ 計画の進行管理 

本計画の実効性を確保するため、区で

は、ＰＤＣＡサイクル（Ｐｌａｎ・Ｄｏ・

Ｃｈｅｃｋ・Ａｃｔｉｏｎ）に基づく継

続的な計画・実施・評価・改善の仕組み

を導入し、男女共同参画及び多様性の尊

重に関する施策の着実な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の実績や 
将来の予測など 
を基にして業務 
計画を作成する 

実施が計画に 
沿っていない 
部分を調べて 
改善する 

業務の実施が
計画に沿って
いるかどうか
を確認する 

計画に沿って 
業務を行う 

Action 
改善 策定 

Plan 

Do 
実施 

Check 
評価 

男女共同参画ＫＯＴＯプラン 2026～誰もが自分らしく生きるために～（概要版） 

令和８年３月 

編集発行：江東区総務部人権推進課  〒135-0011 江東区扇橋 3-22-2 パルシティ江東  TEL 03-3647-1163 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

印刷登録番号（7）107 号 


